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議案第 ２８号参考資料

川口市行政組織条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市行政組織条例（平成１０年条例第１１号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（事務分掌） （事務分掌）

第２条 前条に規定する部及び室の事務分掌は、次のとおりとする。 第２条 前条に規定する部及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

市長室 市長室

～

（略）

～

（略）

理財部 理財部

市民生活部 市民生活部

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略）

(6) 文化行政に関すること。

(7) ～(9) （略） (6) ～(8) （略）

福祉部 福祉部

～

（略）

～

（略）

都市整備部 都市整備部
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議案第 ２９号参考資料

川口市情報公開・個人情報保護運営審議会条例及び川口市情報公開・個人情報保護等審査会条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市情報公開・個人情報保護運営審議会条例（平成１２年条例第５１号）（第１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（設置） （設置）

第１条 川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９号。以下「公開条例」という。 第１条 川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９号。以下「公開条例」という。

）に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第 ）に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号）及び川口市個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第４５号。以下 ５７号）及び川口市個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第４５号。以下

「保護条例」という。）並びに川口市議会の個人情報の保護に関する条例（令和 「保護条例」という。）

４年条例第５３号）に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、 に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、

川口市情報公開・個人情報保護運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 川口市情報公開・個人情報保護運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。

第４条 審議会は、議長の諮問に応じて、議会における個人情報の適正な取扱いを

確保するために必要な事項について調査審議する。

２ 審議会は、川口市議会の個人情報の保護に関する条例第５０条第２項の規定に

より議長が審議会に報告することとされた事項の報告を受ける。

第５条～第１３条 （略） 第４条～第１２条 （略）
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○ 川口市情報公開・個人情報保護等審査会条例（平成１２年条例第５２号）（第２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（設置） （設置）

第１条 川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９号。以下「公開条例」という。 第１条 川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９号。以下「公開条例」という。

）第１７条第１項並びに個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号 ）第１７条及び 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号

）第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第１項及び川口市議会の個 ）第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第１項

人情報の保護に関する条例（令和４年条例第５３号）第４５条第１項の規定によ の規定によ

る諮問に応じ、審査請求について審査し、並びに行政不服審査法（平成２６年法 る諮問に応じ、審査請求について審査し、並びに行政不服審査法（平成２６年法

律第６８号）第８１条第１項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属さ 律第６８号）第８１条第１項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属さ

せられた事項を処理するため、川口市情報公開・個人情報保護等審査会（以下「 せられた事項を処理するため、川口市情報公開・個人情報保護等審査会（以下「

審査会」という。）を置く。 審査会」という。）を置く。

（定義）

第１条の２ この条例において「実施機関」とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 公開条例第２条第１号に規定する実施機関

(2) 川口市個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第４５号）第２条第２項

に規定する実施機関

(3) 議長

２ この条例において「公文書」とは、公開条例第１２条第１項に規定する公開決

定等に係る公開条例第２条第２号に規定する公文書をいう。

３ この条例において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 個人情報の保護に関する法律第７８条第１項第４号に規定する開示決定等、

同法第９４条第１項に規定する訂正決定等又は同法第１０２条第１項に規定す

る利用停止決定等に係る同法第６０条第１項に規定する保有個人情報

(2) 川口市議会の個人情報の保護に関する条例第２０条第５号アに規定する開示

決定等、同条例第３５条第１項に規定する訂正決定等又は同条例第４２条第１

項に規定する利用停止決定等に係る同条例第２条第４項に規定する保有個人情
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報

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限）

第７条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書又は保有 第７条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関（公開条例第２条第１号

個人情報の提示を求めることができる。 に規定する実施機関及び川口市個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第４

５号）第２条第２項に規定する実施機関をいう。以下同じ。）に対し、公文書（

公開条例第１２条第１項に規定する公開決定等に係る公開条例第２条第２号に規

定する公文書をいう。以下同じ。）又は保有個人情報（個人情報の保護に関する

法律第７８条第１項第４号に規定する開示決定等、同法第９４条第１項に規定す

る訂正決定等又は同法第１０２条第１項に規定する利用停止決定等に係る同法第

６０条第１項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。）の提示を求めること

この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書 ができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書

の公開及び保有個人情報の開示を求めることができない。 の公開及び保有個人情報の開示を求めることができない。

２～４ （略） ２～４ （略）
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議案第 ３０号参考資料

川口市職員定数条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市職員定数条例（昭和４５年条例第６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（職員の定数） （職員の定数）

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 第２条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 ２，５９６人 (1) 市長の事務部局の職員 ２，５６９人

(2) ～(5) （略） (2) ～(5) （略）

(6) 農業委員会の事務部局の職員 ９人 (6) 農業委員会の事務部局の職員 ８人

(7) （略） (7) （略）

(8) 消防職員 ６０６人 (8) 消防職員 ６０１人

(9) （略） (9) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）
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議案第 ３１号参考資料

川口市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例案新旧対照表

○ 川口市立アートギャラリー設置及び管理条例（平成１７年条例第６７号）（附則第２項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（管理）

第３条 削除 第３条 ギャラリーは、川口市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理

する。

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

第５条 ギャラリーの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」 第５条 ギャラリーの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４４条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって、 という。）第２４４条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって、

市長 が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとす 教育委員会が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとす

る。 る。

（指定管理者が行う業務の範囲） （指定管理者が行う業務の範囲）

第６条 指定管理者は、ギャラリーにおいて次に掲げる業務を行うものとする。 第６条 指定管理者は、ギャラリーにおいて次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 前３号に掲げるもののほか、管理に関する業務で市長 が特に認めるも (4) 前３号に掲げるもののほか、管理に関する業務で教育委員会が特に認めるも

の の

（開館時間） （開館時間）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長 ２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委

の承認を得て同項の開館時間及び入館時間を変更することができる。 員会の承認を得て同項の開館時間及び入館時間を変更することができる。

（休館日） （休館日）

第８条 ギャラリーの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要 第８条 ギャラリーの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要

があると認めるときは、市長 の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館 があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館

することができる。 することができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）
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（利用の範囲等） （利用の範囲等）

第９条 （略） 第９条 （略）

２ 前項の規定により展示室等を利用させることができる期間は、指定管理者が市 ２ 前項の規定により展示室等を利用させることができる期間は、指定管理者が教

長 の承認を得て定める。 育委員会の承認を得て定める。

（利用の制限） （利用の制限）

第１１条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展示室 第１１条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展示室

等の利用を許可しない。 等の利用を許可しない。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) その他ギャラリーの管理上支障があるものとして市長 が定めるとき。 (4) その他ギャラリーの管理上支障があるものとして教育委員会が定めるとき。

（利用許可の取消し等） （利用許可の取消し等）

第１４条 指定管理者は、管理上特に必要があるものとして市長が 別に定め 第１４条 指定管理者は、管理上特に必要があるものとして教育委員会が別に定め

るとき、又は展示室等利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 るとき、又は展示室等利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

展示室等の利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可 展示室等の利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可

を取り消すことができる。 を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則 に違反したとき。 (1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) ・(3) （略） (2) ・(3) （略）

２ （略） ２ （略）

（指定の取消し等の特例） （指定の取消し等の特例）

第２０条 市長 は、法第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消し、 第２０条 教育委員会は、法第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消し、

若しくは期間を定めて管理に係る業務を停止したとき、又は指定管理者を指定す 若しくは期間を定めて管理に係る業務を停止したとき、又は指定管理者を指定す

ることができないときは、ギャラリーの管理を行うものとする。 ることができないときは、ギャラリーの管理を行うものとする。

２ 前項の規定により市長が ギャラリーの管理を行う場合におけるこの条例 ２ 前項の規定により教育委員会がギャラリーの管理を行う場合におけるこの条例

の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則 で定める。 の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、教育委員会規則で定める。

（委任） （委任）

第２１条 この条例に定めるもののほか、ギャラリーの管理に関し必要な事項は、 第２１条 この条例に定めるもののほか、ギャラリーの管理に関し必要な事項は、

規則 で定める。 教育委員会規則で定める。
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○ 川口市文化芸術審議会条例（平成２９年条例第３１号）（附則第３項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（所掌事務） （所掌事務）

第２条 審議会は、市長 の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議 第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議

する。 する。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

（委員） （委員）

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長 が委嘱する。 第４条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略）

（庶務） （庶務）

第９条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。 第９条 審議会の庶務は、教育局 において処理する。
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議案第 ３２号参考資料

こども家庭庁設置法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案新旧対照表

○ 川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）（第１条第１号関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免）

第９３条の２ （略） 第９３条の２ （略）

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、 ２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、

市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定 市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定

により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６ により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６

８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳 ８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳

の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項におい の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項におい

て「身体障害者手帳」という。）、主務大臣 の定めるところにより交付され て「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところにより交付され

た療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神 た療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により交 障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手 付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手

帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定に 帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定に

より交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障 より交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障

害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の 害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の

運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）を提示するとともに、 運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）を提示するとともに、

次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類 次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類

を添付して、提出しなければならない。 を添付して、提出しなければならない。

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略）

３・４ （略） ３・４ （略）
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○ 川口市障害者生活介護施設設置及び管理条例（平成２３年条例第９５号）（第１条第２号関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（利用料金） （利用料金）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２ 利用料金の額は、法に基づき主務大臣 が定める基準により算定した額及び ２ 利用料金の額は、法に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額及び

法第２９条第１項に規定する特定費用として市長が別に定める額の合計額とする。 法第２９条第１項に規定する特定費用として市長が別に定める額の合計額とする。
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○ 川口市障害者就労継続支援施設設置及び管理条例（平成２３年条例第９６号）（第１条第３号関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（利用料金） （利用料金）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２ 利用料金の額は、法に基づき主務大臣 が定める基準により算定した額及び ２ 利用料金の額は、法に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額及び

法第２９条第１項に規定する特定費用として市長が別に定める額の合計額とする。 法第２９条第１項に規定する特定費用として市長が別に定める額の合計額とする。
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○ 川口市障害者短期入所施設設置及び管理条例（平成２７年条例第５４号）（第１条第４号関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（利用料金） （利用料金）

第１０条 （略） 第１０条 （略）

２ 利用料金の額は、法に基づき主務大臣 が定める基準により算定した額及び ２ 利用料金の額は、法に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額及び

法第２９条第１項に規定する特定費用として市長が別に定める額の合計額とする。 法第２９条第１項に規定する特定費用として市長が別に定める額の合計額とする。
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○ 川口市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２９年条例第６３号）（第１条第５号関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ～(10) （略） (1) ～(10) （略）

(11) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第 (11) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第

２９条第３項第１号に規定する主務大臣 が定める基準により算定した費用 ２９条第３項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用（同 の額（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用（同

条第１項に規定する特定費用をいう。以下同じ。）を除く。）の額を超えると 条第１項に規定する特定費用をいう。以下同じ。）を除く。）の額を超えると

きは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額）をいう。 きは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額）をいう。

(12) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉 (12) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉

サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た

額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（ 額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（

平成１８年政令第１０号）第４２条の２によって読み替えられた法第５８条第 平成１８年政令第１０号）第４２条の２によって読み替えられた法第５８条第

３項第１号に規定する指定療養介護医療（以下「指定療養介護医療」という。 ３項第１号に規定する指定療養介護医療（以下「指定療養介護医療」という。

）につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又 ）につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又

は法第７０条第２項において準用する法第５８条第４項に規定する主務大臣 は法第７０条第２項において準用する法第５８条第４項に規定する厚生労働大

の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべ 臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべ

き療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。 き療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。

(13)～(17) （略） (13)～(17) （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第５条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、第１９７条及び第２０５条に 第５条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、第１９７条及び第２０５条に

おいて「指定居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下この章 おいて「指定居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下この章

において「指定居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（障害者の日 において「指定居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（障害者の日
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常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７ スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７

１号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。）第５条第１項に規定する主 １号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。）第５条第１項に規定する厚

務大臣 が定める者をいう。以下この節及び第４節において同じ。）の員数は、 生労働大臣が定める者をいう。以下この節及び第４節において同じ。）の員数は、

常勤換算方法で、２．５以上とする。 常勤換算方法で、２．５以上とする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第４４条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準 第４４条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準

該当居宅介護」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当居宅 該当居宅介護」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当居宅

介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下この節において「基準 介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下この節において「基準

該当居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（指定障害福祉サービス 該当居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（指定障害福祉サービス

基準第４４条第１項に規定する主務大臣 が定める者をいう。以下この節にお 基準第４４条第１項に規定する厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節にお

いて同じ。）の員数は、３以上とする。 いて同じ。）の員数は、３以上とする。

２ 指定障害福祉サービス基準第４４条第２項に規定する主務大臣 が定める離 ２ 指定障害福祉サービス基準第４４条第２項に規定する厚生労働大臣が定める離

島その他の地域において基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者に 島その他の地域において基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者に

あっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従 あっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従

業者の員数は、１以上とする。 業者の員数は、１以上とする。

３ （略） ３ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第５０条 指定療養介護の事業を行う者（以下「指定療養介護事業者」という。） 第５０条 指定療養介護の事業を行う者（以下「指定療養介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定療養介護事業所」という。）に置くべき従 が当該事業を行う事業所（以下「指定療養介護事業所」という。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) サービス管理責任者（指定障害福祉サービス基準第５０条第１項第４号に規 (4) サービス管理責任者（指定障害福祉サービス基準第５０条第１項第４号に規

定する主務大臣 が定める者をいう。以下同じ。） 指定療養介護事業所ご 定する厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。） 指定療養介護事業所ご

とに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該ア又はイに定める とに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該ア又はイに定める

数 数

ア・イ （略） ア・イ （略）

-14-



２～８ （略） ２～８ （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第５５条 （略） 第５５条 （略）

２ 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、 ２ 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、

支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額 支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額

及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例に 及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例に

より算定した額又は法第７０条第２項において準用する法第５８条第４項に規定 より算定した額又は法第７０条第２項において準用する法第５８条第４項に規定

する主務大臣 の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。 する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。

３～５ （略） ３～５ （略）

（利用者負担額に係る管理） （利用者負担額に係る管理）

第５６条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護 第５６条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護

事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、 事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、

当該指定療養介護及び当該他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計 当該指定療養介護及び当該他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計

額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例 額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例

により算定した額又は法第７０条第２項において準用する法第５８条第４項に規 により算定した額又は法第７０条第２項において準用する法第５８条第４項に規

定する主務大臣 の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療 定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療

につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額（以下この条に につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額（以下この条に

おいて「利用者負担額等合計額」という。）を算定しなければならない。この場 おいて「利用者負担額等合計額」という。）を算定しなければならない。この場

合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告 合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告

するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供 するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供

した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第７９条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という。） 第７９条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）に置くべき従 が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第７章、 (2) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第７章、

第８章及び第１６章において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支 第８章及び第１６章において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支
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援員 援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定生活 ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定生活

介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(ｱ) から(ｳ) までに掲げる平均障 介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(ｱ) から(ｳ) までに掲げる平均障

害支援区分（指定障害福祉サービス基準第７８条第１項第２号イに規定する 害支援区分（指定障害福祉サービス基準第７８条第１項第２号イに規定する

主務大臣 が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。 厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。

以下同じ。）に応じ、当該(ｱ) から(ｳ) までに定める数とする。 以下同じ。）に応じ、当該(ｱ) から(ｳ) までに定める数とする。

(ｱ) ～(ｳ) （略） (ｱ) ～(ｳ) （略）

イ～エ （略） イ～エ （略）

(3) （略） (3) （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第８３条 （略） 第８３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項第１号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第８２条第４ ４ 前項第１号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第８２条第４

項の規定により主務大臣 が定めるところによるものとする。 項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

５・６ （略） ５・６ （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第１０４条 （略） 第１０４条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項第１号及び第２号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第 ４ 前項第１号及び第２号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第

１２０条第４項の規定により主務大臣 が定めるところによるものとする。 １２０条第４項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

５・６ （略） ５・６ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第１１３条 （略） 第１１３条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項のサービス提供責任者は、指定障害福祉サービス基準第１２７条第３項に ３ 前項のサービス提供責任者は、指定障害福祉サービス基準第１２７条第３項に

規定する主務大臣 が定める者でなければならない。 規定する厚生労働大臣が定める者でなければならない。

-16-



４ （略） ４ （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第１２７条 （略） 第１２７条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項第１号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第１５９条第 ４ 前項第１号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第１５９条第

４項の規定により主務大臣 が定めるところによるものとする。 ４項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

５・６ （略） ５・６ （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第１３９条 （略） 第１３９条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第３項第１号及び前項第１号から第３号までに掲げる費用については、指定障 ５ 第３項第１号及び前項第１号から第３号までに掲げる費用については、指定障

害福祉サービス基準第１７０条第５項の規定により主務大臣 が定めるところ 害福祉サービス基準第１７０条第５項の規定により厚生労働大臣が定めるところ

によるものとする。 によるものとする。

６・７ （略） ６・７ （略）

（利用者負担額に係る管理） （利用者負担額に係る管理）

第１４０条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自 第１４０条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に規定す 立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に規定す

る主務大臣 が定める者に限る。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練 る厚生労働大臣が定める者に限る。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練

）事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受け ）事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受け

たときは、当該指定宿泊型自立訓練及び当該他の指定障害福祉サービス等に係る たときは、当該指定宿泊型自立訓練及び当該他の指定障害福祉サービス等に係る

利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自 利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自

立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、 立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、

当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福 当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福

祉サービス事業者等に通知しなければならない。 祉サービス事業者等に通知しなければならない。

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を ２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を

受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する主務大 受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する厚生労

臣 が定める者を除く。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練）事業者 働大臣が定める者を除く。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練）事業者

が提供する指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く。）及び他の が提供する指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く。）及び他の

-17-



指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該支給決定障害者の依頼を受 指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該支給決定障害者の依頼を受

けたときは、当該指定自立訓練（生活訓練）及び当該他の指定障害福祉サービス けたときは、当該指定自立訓練（生活訓練）及び当該他の指定障害福祉サービス

等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当 等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当

該指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告する 該指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告する

とともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した とともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した

指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

（準用） （準用）

第１５６条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２３条、第２８条、 第１５６条 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第２３条、第２８条、

第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１条まで、第 第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条から第６１条まで、第

６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８５条、第８６条、 ６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条、第８５条、第８６条、

第８７条から第９３条まで、第１２７条、第１２８条及び第１４０条の規定は、 第８７条から第９３条まで、第１２７条、第１２８条及び第１４０条の規定は、

指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中 指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中

「第３１条」とあるのは「第１５６条において準用する第９０条」と、第２０条 「第３１条」とあるのは「第１５６条において準用する第９０条」と、第２０条

第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１５６条において準用する第１ 第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１５６条において準用する第１

２７条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１５６ ２７条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１５６

条において準用する第１２７条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」と 条において準用する第１２７条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第１５６条において読み替えて準用する次条第１項」と、「療養介護 あるのは「第１５６条において読み替えて準用する次条第１項」と、「療養介護

計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第５９条中「療養介護計画」とある 計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第５９条中「療養介護計画」とある

のは「就労移行支援計画」と、同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と、第 のは「就労移行支援計画」と、同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と、第

６０条中「前条」とあるのは「第１５６条において読み替えて準用する前条」と、 ６０条中「前条」とあるのは「第１５６条において読み替えて準用する前条」と、

第７６条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、 第７６条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、

同項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第１５６条において準用する第１ 同項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第１５６条において準用する第１

９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１５６条において準 ９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１５６条において準

用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「 用する第８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「

第１５６条」と、第９０条中「第９３条第１項」とあるのは「第１５６条におい 第１５６条」と、第９０条中「第９３条第１項」とあるのは「第１５６条におい

て準用する第９３条第１項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第１５ て準用する第９３条第１項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは「第１５

６条において準用する前条」と、第１４０条第１項中「支給決定障害者（指定宿 ６条において準用する前条」と、第１４０条第１項中「支給決定障害者（指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に 泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に

規定する主務大臣 が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（指 規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（指
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定障害福祉サービス基準第１８４条において読み替えて準用する指定障害福祉サ 定障害福祉サービス基準第１８４条において読み替えて準用する指定障害福祉サ

ービス基準第１７０条の２第１項に規定する主務大臣 が定める者に限る。） ービス基準第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）

」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定 」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定

障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する主務大臣 が定める者 障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定める者

を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（指定障害福祉サービス基準第１８４ を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（指定障害福祉サービス基準第１８４

条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項 条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項

に規定する主務大臣 が定める者を除く。）」と読み替えるものとする。 に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。）」と読み替えるものとする。

（主務大臣 が定める事項の評価等） （厚生労働大臣が定める事項の評価等）

第１６９条の２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支援Ａ型事業所ご 第１６９条の２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支援Ａ型事業所ご

とに、おおむね１年に１回以上、利用者の労働時間その他の指定障害福祉サービ とに、おおむね１年に１回以上、利用者の労働時間その他の指定障害福祉サービ

ス基準第１９６条の３に規定する主務大臣 が定める事項について、同条に規 ス基準第１９６条の３に規定する厚生労働大臣が定める事項について、同条に規

定する主務大臣 が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインタ 定する厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインタ

ーネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 ーネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

（準用） （準用）

第１９６条 第９条、第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第２０条、 第１９６条 第９条、第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第２０条、

第２３条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５４条、 第２３条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５４条、

第５９条、第６１条、第６７条、第７１条、第７５条、第７６条、第８９条、第 第５９条、第６１条、第６７条、第７１条、第７５条、第７６条、第８９条、第

９１条、第９３条及び第１４０条の規定は、指定共同生活援助の事業について準 ９１条、第９３条及び第１４０条の規定は、指定共同生活援助の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」と 用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」と

あるのは「第１９１条に規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項た あるのは「第１９１条に規定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項た

だし書中「次条第１項」とあるのは「第１８６条第１項」と、第２３条第２項中 だし書中「次条第１項」とあるのは「第１８６条第１項」と、第２３条第２項中

「第２１条第２項」とあるのは「第１８６条第２項」と、第５９条及び第７６条 「第２１条第２項」とあるのは「第１８６条第２項」と、第５９条及び第７６条

第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第２ 第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第２

号中「第５４条第１項」とあるのは「第１９６条において準用する第５４条第１ 号中「第５４条第１項」とあるのは「第１９６条において準用する第５４条第１

項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１９６条において準用する第 項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１９６条において準用する第

８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９６ ８９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９６

条」と、第９３条第１項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第１９５条第１ 条」と、第９３条第１項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第１９５条第１

項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１４０条第１項中 項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１４０条第１項中
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「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基 「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基

準第１７０条の２第１項に規定する主務大臣 が定める者に限る。）」とある 準第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とある

のは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除 のは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除

く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及 く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する主務大臣 が定 び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定

める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生 める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生

活援助を受けている者に限る。）」と読み替えるものとする。 活援助を受けている者に限る。）」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第１９６条の１１ 第９条、第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第 第１９６条の１１ 第９条、第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第

２０条、第２３条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、 ２０条、第２３条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、

第５４条、第５９条、第６１条、第６７条、第７１条、第７５条、第７６条、第 第５４条、第５９条、第６１条、第６７条、第７１条、第７５条、第７６条、第

８９条、第９１条、第９３条、第１４０条、第１８４条から第１８８条まで及び ８９条、第９１条、第９３条、第１４０条、第１８４条から第１８８条まで及び

第１９１条から第１９５条までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助 第１９１条から第１９５条までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助

の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定 の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第１９１条に規 する運営規程」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第１９１条に規

定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」と 定する重要事項に関する規程」と、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」と

あるのは「第１９６条の１１において準用する第１８６条第１項」と、第２３条 あるのは「第１９６条の１１において準用する第１８６条第１項」と、第２３条

第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第 第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第

１８６条第２項」と、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計画」と １８６条第２項」と、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計画」と

あるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５４条 あるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５４条

第１項」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第５４条第１項」と、 第１項」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第５４条第１項」と、

同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第８ 同項第３号中「第６６条」とあるのは「第１９６条の１１において準用する第８

９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９６条 ９条」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９６条

の１１」と、第９３条第１項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第１９６条 の１１」と、第９３条第１項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第１９６条

の１１において準用する第１９５条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力 の１１において準用する第１９５条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力

歯科医療機関」と、第１４０条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練 歯科医療機関」と、第１４０条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に規定する主務 を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第１項に規定する厚生

大臣 が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的 労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的

な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、同条第 な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、同条第
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２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サー ２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サー

ビス基準第１７０条の２第２項に規定する主務大臣 が定める者を除く。）」 ビス基準第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。）」

とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生 とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生

活援助を受けている者に限る。）」と、第１８７条第１項及び第１８８条中「第 活援助を受けている者に限る。）」と、第１８７条第１項及び第１８８条中「第

１９６条」とあるのは「第１９６条の１１」と読み替えるものとする。 １９６条」とあるのは「第１９６条の１１」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第２０７条 第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第２０条、第２３ 第２０７条 第１１条、第１２条、第１４条から第１７条まで、第２０条、第２３

条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５４条、第５ 条、第２８条、第３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５４条、第５

９条、第６１条、第６７条、第７１条、第７５条、第７６条、第８９条、第９１ ９条、第６１条、第６７条、第７１条、第７５条、第７６条、第８９条、第９１

条、第９３条、第１４０条、第１８４条から第１９０条まで及び第１９３条から 条、第９３条、第１４０条、第１８４条から第１９０条まで及び第１９３条から

第１９５条までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について 第１９５条までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について

準用する。この場合において、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とある 準用する。この場合において、第２０条第２項ただし書中「次条第１項」とある

のは「第２０７条において準用する第１８６条第１項」と、第２３条第２項中「 のは「第２０７条において準用する第１８６条第１項」と、第２３条第２項中「

第２１条第２項」とあるのは「第２０７条において準用する第１８６条第２項」 第２１条第２項」とあるのは「第２０７条において準用する第１８６条第２項」

と、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「外部サ と、第５９条及び第７６条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「外部サ

ービス利用型共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５４条第１項」とあるの ービス利用型共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５４条第１項」とあるの

は「第２０７条において準用する第５４条第１項」と、同項第３号中「第６６条 は「第２０７条において準用する第５４条第１項」と、同項第３号中「第６６条

」とあるのは「第２０７条において準用する第８９条」と、同項第４号から第６ 」とあるのは「第２０７条において準用する第８９条」と、同項第４号から第６

号までの規定中「次条」とあるのは「第２０７条」と、第９３条第１項中「前条 号までの規定中「次条」とあるのは「第２０７条」と、第９３条第１項中「前条

の協力医療機関」とあるのは「第２０７条において準用する第１９５条第１項の の協力医療機関」とあるのは「第２０７条において準用する第１９５条第１項の

協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１４０条第１項中「支 協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１４０条第１項中「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第 給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第

１７０条の２第１項に規定する主務大臣 が定める者に限る。）」とあるのは １７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは

「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受 「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受

けている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓 けている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓

練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する主 練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第１７０条の２第２項に規定する厚

務大臣 が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験 生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第１ 的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第１

８７条第１項中「第１９６条において読み替えて準用する第５９条第１項に規定 ８７条第１項中「第１９６条において読み替えて準用する第５９条第１項に規定
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する共同生活援助計画（以下「共同生活援助計画」という。）」とあるのは「外 する共同生活援助計画（以下「共同生活援助計画」という。）」とあるのは「外

部サービス利用型共同生活援助計画」と、同条第２項中「共同生活援助計画」と 部サービス利用型共同生活援助計画」と、同条第２項中「共同生活援助計画」と

あるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第１８８条中「第１９６ あるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第１８８条中「第１９６

条」とあるのは「第２０７条」と、第１８９条第３項中「当該指定共同生活援助 条」とあるのは「第２０７条」と、第１８９条第３項中「当該指定共同生活援助

事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所

及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。 及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。

第１５章 （略） 第１５章 （略）

（従業者の員数等に関する特例） （従業者の員数等に関する特例）

第２０８条 （略） 第２０８条 （略）

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及 ２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及

び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。 び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。

以下この条において同じ。）は、第７９条第１項第３号及び第７項、第１２４条 以下この条において同じ。）は、第７９条第１項第３号及び第７項、第１２４条

第１項第２号及び第８項、第１３５条第１項第３号及び第７項、第１４７条第１ 第１項第２号及び第８項、第１３５条第１項第３号及び第７項、第１４７条第１

項第３号及び第５項並びに第１５８条第１項第２号及び第５項（これらの規定を 項第３号及び第５項並びに第１５８条第１項第２号及び第５項（これらの規定を

第１７２条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業 第１７２条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業

を行う多機能型事業所のうち指定障害福祉サービス基準第２１５条第２項に規定 を行う多機能型事業所のうち指定障害福祉サービス基準第２１５条第２項に規定

する主務大臣 が定める多機能型事業所を１の事業所であるとみなして、当該 する厚生労働大臣が定める多機能型事業所を１の事業所であるとみなして、当該

１の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号 １の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号

に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定め に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定め

る数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、 る数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、

１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 １人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準） （離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準）

第２１０条 指定障害福祉サービス基準第２１９条に規定する主務大臣 が定め 第２１０条 指定障害福祉サービス基準第２１９条に規定する厚生労働大臣が定め

る離島その他の地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長 る離島その他の地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長

が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害 が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害

福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害 福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害

福祉サービス（以下この章において「特定基準該当生活介護」という。）、自立 福祉サービス（以下この章において「特定基準該当生活介護」という。）、自立

訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定 訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定
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基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）、自立訓練（生活訓練）（宿泊型自 基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）、自立訓練（生活訓練）（宿泊型自

立訓練を除く。）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定 立訓練を除く。）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定

基準該当自立訓練（生活訓練）」という。）又は就労継続支援Ｂ型に係る基準該 基準該当自立訓練（生活訓練）」という。）又は就労継続支援Ｂ型に係る基準該

当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と 当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と

いう。）（以下これらを「特定基準該当障害福祉サービス」という。）の事業の いう。）（以下これらを「特定基準該当障害福祉サービス」という。）の事業の

うち２以上の事業を一体的に行う事業者（以下「特定基準該当障害福祉サービス うち２以上の事業を一体的に行う事業者（以下「特定基準該当障害福祉サービス

事業者」という。）が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満たす 事業者」という。）が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満たす

べき基準は、次条から第２１４条までに定めるところによる。 べき基準は、次条から第２１４条までに定めるところによる。

附 則 附 則

１ （略） １ （略）

（経過措置） （経過措置）

２ 当分の間、第１号の主務大臣 が定める者に対し指定生活介護を提供する指 ２ 当分の間、第１号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指

定生活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をい 定生活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をい

う。以下この項において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の う。以下この項において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の

総数は、第７９条第１項第２号アの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごと 総数は、第７９条第１項第２号アの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごと

に、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。 に、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

(1) 次のアからウまでに掲げる利用者（指定障害福祉サービス基準附則第４条第 (1) 次のアからウまでに掲げる利用者（指定障害福祉サービス基準附則第４条第

１項第１号に規定する主務大臣 が定める者を除く。以下この号において同 １項第１号に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同

じ。）の平均障害支援区分に応じ、当該アからウまでに掲げる数 じ。）の平均障害支援区分に応じ、当該アからウまでに掲げる数

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

(2) 前号の主務大臣 が定める者である利用者の数を１０で除した数 (2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数

３～２５ （略） ３～２５ （略）
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○ 川口市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２９年条例第６４号）（第１条第６号関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ～(11) （略） (1) ～(11) （略）

(12) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第 (12) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第

２９条第３項第１号に規定する主務大臣 が定める基準により算定した費用 ２９条第３項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用（同 の額（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用（同

条第１項に規定する特定費用をいう。以下同じ。）を除く。）の額を超えると 条第１項に規定する特定費用をいう。以下同じ。）を除く。）の額を超えると

きは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額）をいう。 きは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額）をいう。

(13)～(16) （略） (13)～(16) （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第４条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 第４条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活介護を行う場合 (1) 生活介護を行う場合

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(ｱ) （略） (ｱ) （略）

(ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、 (ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、

理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活 ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活

介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(a) 及び(b) に掲げる数を合 介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(a) 及び(b) に掲げる数を合

計した数以上とする。 計した数以上とする。

(a) 次のⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及 (a) 次のⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施 び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施

設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第 設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第
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１７２号。以下「指定障害者支援施設基準」という。）第４条第１項 １７２号。以下「指定障害者支援施設基準」という。）第４条第１項

第１号イ(2) (一)(ｲ) に規定する主務大臣 が定めるところにより 第１号イ(2) (一)(ｲ) に規定する厚生労働大臣が定めるところにより

算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該ⅰ 算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該ⅰ

からⅲまでに定める数 からⅲまでに定める数

ⅰ 平均障害支援区分が４未満 利用者（指定障害者支援施設基準第 ⅰ 平均障害支援区分が４未満 利用者（指定障害者支援施設基準第

４条第１項第１号イ(2) (一)(ｲ) (ⅰ)に規定する主務大臣 が定 ４条第１項第１号イ(2) (一)(ｲ) (ⅰ)に規定する厚生労働大臣が定

める者を除く。ⅱ及びⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数 める者を除く。ⅱ及びⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数

ⅱ・ⅲ （略） ⅱ・ⅲ （略）

(b) (a) ⅰの主務大臣 が定める者である利用者の数を１０で除した (b) (a) ⅰの厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した

数 数

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略）

(ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理 (ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理

を行う者として指定障害者支援施設基準第４条第１項第１号イ(3) に規定 を行う者として指定障害者支援施設基準第４条第１項第１号イ(3) に規定

する主務大臣 が定めるものをいう。以下同じ。） 次のａ又はｂに掲 する厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 次のａ又はｂに掲

げる利用者の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数 げる利用者の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

イ～オ （略） イ～オ （略）

(2) ～(5) （略） (2) ～(5) （略）

(6) 施設入所支援を行う場合 (6) 施設入所支援を行う場合

ア 施設入所支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと ア 施設入所支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと

する。 する。

(ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次のａ又はｂに掲げる利用者 (ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次のａ又はｂに掲げる利用者

の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数とする。ただし、自立訓練（ の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数とする。ただし、自立訓練（

機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援 機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援

Ｂ型を受ける利用者又は指定障害者支援施設基準第４条第１項第６号イ(1 Ｂ型を受ける利用者又は指定障害者支援施設基準第４条第１項第６号イ(1

) に規定する主務大臣 が定める者に対してのみその提供が行われる単 ) に規定する厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単

位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする。 位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

(ｲ) （略） (ｲ) （略）

イ （略） イ （略）
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２・３ （略） ２・３ （略）

（複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数） （複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は、第４条第１項第１号ア ２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は、第４条第１項第１号ア

(ｳ) 及びオ、第２号ア(ｲ) 及びカ、第３号ア(ｲ) 及びオ、第４号ア(ｳ) 、イ(ｲ) (ｳ) 及びオ、第２号ア(ｲ) 及びカ、第３号ア(ｲ) 及びオ、第４号ア(ｳ) 、イ(ｲ)

及びエ並びに第５号ア(ｲ) 及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数 及びエ並びに第５号ア(ｲ) 及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数

を、次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのう を、次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのう

ち指定障害者支援施設基準第５条第２項に規定する主務大臣 が定めるものの ち指定障害者支援施設基準第５条第２項に規定する厚生労働大臣が定めるものの

利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置く 利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置く

べきものとされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら べきものとされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ないとすることができる。 ないとすることができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第２２条 （略） 第２２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定障害者支援施設は、前２項の支払を受ける額のほか、施設障害福祉サービ ３ 指定障害者支援施設は、前２項の支払を受ける額のほか、施設障害福祉サービ

スにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決 スにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決

定障害者から受けることができる。 定障害者から受けることができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 施設入所支援を行う場合 次のアからオまでに掲げる費用 (3) 施設入所支援を行う場合 次のアからオまでに掲げる費用

ア （略） ア （略）

イ 指定障害者支援施設基準第１９条第３項第３号ロの規定により主務大臣 イ 指定障害者支援施設基準第１９条第３項第３号ロの規定により厚生労働大

の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室（国若しくは地方公共 臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室（国若しくは地方公共

団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収さ 団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収さ

れ、又は改造されたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる費 れ、又は改造されたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる費

用 用

ウ～オ （略） ウ～オ （略）

４ 前項第１号ア、第２号ア及び第３号アに掲げる費用については、指定障害者支 ４ 前項第１号ア、第２号ア及び第３号アに掲げる費用については、指定障害者支
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援施設基準第１９条第４項の規定により主務大臣 が定めるところによるもの 援施設基準第１９条第４項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるもの

とする。 とする。

５・６ （略） ５・６ （略）

（給付金として支払を受けた金銭の管理） （給付金として支払を受けた金銭の管理）

第４２条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設の設置者が利用者に係 第４２条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設の設置者が利用者に係

る指定障害者支援施設基準第３８条の２に規定する主務大臣 が定める給付金 る指定障害者支援施設基準第３８条の２に規定する厚生労働大臣が定める給付金

（以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金とし （以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金とし

て支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。 て支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）
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○ 川口市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第６５号）（第１条第７号関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第１２条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の 第１２条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。 とおりとする。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) サービス管理責任者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた (5) サービス管理責任者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成１ めの法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成１

８年厚生労働省令第１７４号。以下「障害福祉サービス基準」という。）第１ ８年厚生労働省令第１７４号。以下「障害福祉サービス基準」という。）第１

２条第１項第５号に規定する主務大臣 が定める者をいう。以下同じ。） ２条第１項第５号に規定する厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。）

療養介護事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該 療養介護事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該

ア又はイに定める数 ア又はイに定める数

ア・イ （略） ア・イ （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の 第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。 とおりとする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章から第５ (3) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章から第５

章までにおいて同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 章までにおいて同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護 ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護

の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(ｱ) から(ｳ) までに掲げる利用者の平 の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(ｱ) から(ｳ) までに掲げる利用者の平

均障害支援区分（障害福祉サービス基準第３９条第１項第３号イに規定する 均障害支援区分（障害福祉サービス基準第３９条第１項第３号イに規定する

主務大臣 が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。 厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。

以下同じ。）に応じ、当該(ｱ) から(ｳ) までに定める数とする。 以下同じ。）に応じ、当該(ｱ) から(ｳ) までに定める数とする。
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(ｱ) ～(ｳ) （略） (ｱ) ～(ｳ) （略）

イ～エ （略） イ～エ （略）

(4) （略） (4) （略）

２～８ （略） ２～８ （略）

（主務大臣 が定める事項の評価等） （厚生労働大臣が定める事項の評価等）

第７２条の２ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、おお 第７２条の２ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、おお

むね１年に１回以上、利用者の労働時間その他の障害福祉サービス基準第７２条 むね１年に１回以上、利用者の労働時間その他の障害福祉サービス基準第７２条

の３に規定する主務大臣 が定める事項について、同条に規定する主務大臣 の３に規定する厚生労働大臣が定める事項について、同条に規定する厚生労働大

が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用そ 臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用そ

の他の方法により公表しなければならない。 の他の方法により公表しなければならない。

（職員の員数等の特例） （職員の員数等の特例）

第９０条 （略） 第９０条 （略）

２ 多機能型事業所は、第３９条第１項第４号及び第８項、第５２条第１項第３号 ２ 多機能型事業所は、第３９条第１項第４号及び第８項、第５２条第１項第３号

及び第９項、第５９条第１項第４号及び第８項、第６３条第１項第４号及び第６ 及び第９項、第５９条第１項第４号及び第８項、第６３条第１項第４号及び第６

項並びに第７５条第１項第３号及び第６項（これらの規定を第８８条において準 項並びに第７５条第１項第３号及び第６項（これらの規定を第８８条において準

用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所 用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所

のうち障害福祉サービス基準第９０条第２項に規定する主務大臣 が定める多 のうち障害福祉サービス基準第９０条第２項に規定する厚生労働大臣が定める多

機能型事業所を１の事業所であるとみなして、当該１の事業所とみなされた事業 機能型事業所を１の事業所であるとみなして、当該１の事業所とみなされた事業

所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所 所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所

の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。こ の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。こ

の場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者 の場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者

のうち、１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 のうち、１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

３ 当分の間、第１号の主務大臣 が定める者に対し生活介護を提供する生活介 ３ 当分の間、第１号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生活介

護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下 護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下
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この項において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、 この項において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、

第３９条第１項第３号アの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、常勤換算 第３９条第１項第３号アの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、常勤換算

方法で、次に掲げる数の合計以上の数とする。 方法で、次に掲げる数の合計以上の数とする。

(1) 次のアからウまでに掲げる利用者（障害福祉サービス基準附則第３条第１項 (1) 次のアからウまでに掲げる利用者（障害福祉サービス基準附則第３条第１項

第１号に規定する主務大臣 が定める者を除く。以下この号において同じ。 第１号に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。

）の平均障害支援区分に応じ、当該アからウまでに定める数 ）の平均障害支援区分に応じ、当該アからウまでに定める数

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

(2) 前号の主務大臣 が定める者である利用者の数を１０で除した数 (2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数

４～９ （略） ４～９ （略）
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○ 川口市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第６６号）（第１条第８号関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準）

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 生活介護を行う場合 (2) 生活介護を行う場合

ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(ｱ) （略） (ｱ) （略）

(ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、 (ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、

理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活 ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活

介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(a) 及び(b) に掲げる数を合 介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(a) 及び(b) に掲げる数を合

計した数以上とする。 計した数以上とする。

(a) 次のⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及 (a) 次のⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の

設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号。以 設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号。以

下「障害者支援施設基準」という。）第１１条第１項第２号イ(2)(一 下「障害者支援施設基準」という。）第１１条第１項第２号イ(2)(一

) (ｲ) に規定する主務大臣 が定めるところにより算定した障害支 ) (ｲ) に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支

援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該ⅰからⅲまでに定 援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、当該ⅰからⅲまでに定

める数 める数

ⅰ 平均障害支援区分が４未満 利用者（障害者支援施設基準第１１ ⅰ 平均障害支援区分が４未満 利用者（障害者支援施設基準第１１

条第１項第２号イ(2) (一)(ｲ) (ⅰ)に規定する主務大臣 が定め 条第１項第２号イ(2) (一)(ｲ) (ⅰ)に規定する厚生労働大臣が定め

る者を除く。ⅱ及びⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数 る者を除く。ⅱ及びⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数

ⅱ・ⅲ （略） ⅱ・ⅲ （略）

(b) (a) ⅰの主務大臣 が定める者である利用者の数を１０で除した (b) (a) ⅰの厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した

数 数

-31-



ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略）

(ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理 (ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理

を行う者として障害者支援施設基準第１１条第１項第２号イ(3) に規定す を行う者として障害者支援施設基準第１１条第１項第２号イ(3) に規定す

る主務大臣 が定めるものをいう。以下同じ。） 次のａ又はｂに掲げ る厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 次のａ又はｂに掲げ

る利用者の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数 る利用者の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

イ～オ （略） イ～オ （略）

(3) ～(6) （略） (3) ～(6) （略）

(7) 施設入所支援を行う場合 (7) 施設入所支援を行う場合

ア 施設入所支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとす ア 施設入所支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとす

る。 る。

(ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次のａ又はｂに掲げる利用者 (ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次のａ又はｂに掲げる利用者

の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数とする。ただし、自立訓練（ の数の区分に応じ、当該ａ又はｂに定める数とする。ただし、自立訓練（

機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援 機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援

Ｂ型を受ける利用者又は障害者支援施設基準第１１条第１項第７号イ(1) Ｂ型を受ける利用者又は障害者支援施設基準第１１条第１項第７号イ(1)

に規定する主務大臣 が定める者に対してのみその提供が行われる単位 に規定する厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位

にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする。 にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

(ｲ) （略） (ｲ) （略）

イ （略） イ （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数） （複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第１項第２号ア(ｳ) 及 ２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第１項第２号ア(ｳ) 及

びオ、第３号ア(ｲ) 及びカ、第４号ア(ｲ) 及びオ、第５号ア(ｳ) 、イ(ｲ) 及びエ びオ、第３号ア(ｲ) 及びカ、第４号ア(ｲ) 及びオ、第５号ア(ｳ) 、イ(ｲ) 及びエ

並びに第６号ア(ｲ) 及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次 並びに第６号ア(ｲ) 及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次

の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち障害者支 の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち障害者支

援施設基準第１２条第２項に規定する主務大臣 が定めるものの利用者の数の 援施設基準第１２条第２項に規定する厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の

合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置くべきものとさ 合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置くべきものとさ

れるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならないとするこ れるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならないとするこ
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とができる。 とができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（給付金として支払を受けた金銭の管理） （給付金として支払を受けた金銭の管理）

第３５条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る障害者 第３５条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る障害者

支援施設基準第３３条の２に規定する主務大臣 が定める給付金（以下この条 支援施設基準第３３条の２に規定する厚生労働大臣が定める給付金（以下この条

において「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金として支払を受け において「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金として支払を受け

た金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。 た金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）
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○ 川口市心身障害福祉センターわかゆり学園設置及び管理条例（昭和５８年条例第１７号）（第２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（使用料） （使用料）

第１５条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の使用料を納付しなければ 第１５条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の使用料を納付しなければ

ならない。 ならない。

(1) 第６条第２項の許可を受けた保護者 児童福祉法に基づき内閣総理大臣が定 (1) 第６条第２項の許可を受けた保護者 児童福祉法に基づき厚生労働大臣が定

める基準により算定した額及び同法第２１条の５の３第１項に規定する通所特 める基準により算定した額及び同法第２１条の５の３第１項に規定する通所特

定費用として市長が別に定める額の合計額 定費用として市長が別に定める額の合計額

(2) 第１０条第２項の許可を受けた者 障害者総合支援法に基づき主務大臣 (2) 第１０条第２項の許可を受けた者 障害者総合支援法に基づき厚生労働大臣

が定める基準により算定した額及び同法第２９条第１項に規定する特定費用と が定める基準により算定した額及び同法第２９条第１項に規定する特定費用と

して市長が別に定める額の合計額 して市長が別に定める額の合計額

(3) （略） (3) （略）
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○ 川口市社会福祉審議会条例（平成２９年条例第４９号）（第３条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（調査審議事項の特例） （調査審議事項の特例）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 前項の児童福祉に関する事項には、就学前の子どもに関する教育、保育等の総 ２ 前項の児童福祉に関する事項には、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定 合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定

する認定こども園に関する事項及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６ する認定こども園に関する事項及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）第７２条第１項各号に掲げる事務に関する事項を含むものとする。 ５号）第７７条第１項各号に掲げる事務に関する事項を含むものとする。

３ 審議会は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す ３ 審議会は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律第２５条に規定する事項を調査審議する場合にあっては同条に規定する機 る法律第２５条に規定する事項を調査審議する場合にあっては同条に規定する機

関と、子ども・子育て支援法第７２条第１項各号に掲げる事務に関する事項を調 関と、子ども・子育て支援法第７７条第１項各号に掲げる事務に関する事項を調

査審議する場合にあっては同項に規定する機関とする。 査審議する場合にあっては同項に規定する機関とする。
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議案第 ３３号参考資料

川口市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市保健衛生関係事務手数料条例（平成２９年条例第５５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（と畜場法に関する事務の手数料の額等） （と畜場法に関する事務の手数料の額等）

第１４条 と畜場法（以下この条において「法」という。）に基づき市長に許可等 第１４条 と畜場法（以下この条において「法」という。）に基づき市長に許可等

の申請をしようとする者は、次に定めるところにより市に手数料を納付しなけれ の申請をしようとする者は、次に定めるところにより市に手数料を納付しなけれ

ばならない。 ばならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 法第１４条第１項から第４項までの規定に基づくと畜検査申請手数料 (2) 法第１４条第１項から第４項までの規定に基づくと畜検査申請手数料

ア 生後１年以上の牛又は馬の場合 １頭につき ７３０円 ア 生後１年以上の牛又は馬の場合 １頭につき ７００円

イ 生後１年未満の牛又は馬の場合 同 ３４０円 イ 生後１年未満の牛又は馬の場合 同 ３００円

ウ 豚、綿羊又は山羊の場合 同 ３４０円 ウ 豚、綿羊又は山羊の場合 同 ３００円

（埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例に関する事務の手数料の額等） （埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例に関する事務の手数料の額等）

第２２条 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例（以下この条において「条例」とい 第２２条 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例（以下この条において「条例」とい

う。）に基づき市長に認定等の申請をしようとする者は、次に定めるところによ う。）に基づき市長に認定等の申請をしようとする者は、次に定めるところによ

り市に手数料を納付しなければならない。 り市に手数料を納付しなければならない。

(1) 条例第１３条の規定に基づくふぐ処理施設認定申請手数料 １件につき ４， (1) 条例第１３条の規定に基づくふぐ取扱施設認定申請手数料 １件につき ４，

６００円 ６００円

(2) 条例第１６条第２項の規定に基づくふぐ処理施設認定書の交付申請手数料 (2) 条例第１６条第２項の規定に基づくふぐ取扱施設認定書の交付申請手数料

同 ２，９００円 同 ２，９００円

(3) 条例第１７条第１項の規定に基づくふぐ処理施設認定書の再交付申請手数料 (3) 条例第１７条第１項の規定に基づくふぐ取扱施設認定書の再交付申請手数料

同 ２，９００円 同 ２，９００円
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議案第 ３４号参考資料

川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例（平成３０年条例第１５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（施設の設置場所の基準） （施設の設置場所の基準）

第３条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２項及び第３条の３第３項におい 第３条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２項及び第３条の３第３項におい

て準用する場合を含む。）の条例で定める施設は、次のとおりとする。 て準用する場合を含む。）の条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項に規定する博物館及び (2) 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項に規定する博物館及び

同法第３１条第２項に規定する指定施設 同法第２９条 に規定する博物館に相当する施設

(3) ・(4) （略） (3) ・(4) （略）
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議案第 ３５号参考資料

川口市国民健康保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（出産育児一時金） （出産育児一時金）

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、 第５条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、

出産育児一時金として４８８，０００円を支給する。ただし、規則で定める場合 出産育児一時金として４０８，０００円を支給する。ただし、規則で定める場合

には、４８８，０００円に３０，０００円を超えない範囲内で規則で定める額を には、４０８，０００円に３０，０００円を超えない範囲内で規則で定める額を

加算した額を支給する。 加算した額を支給する。

２ （略） ２ （略）
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議案第 ３６号参考資料

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（課税額） （課税額）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項に規定する国民健康保険の被 ２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項に規定する国民健康保険の被

保険者とみなされる世帯主（以下「２項世帯主」という。）を除く。）及びその 保険者とみなされる世帯主（以下「２項世帯主」という。）を除く。）及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等 世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等

割額の合算額とする。ただし、当該合算額が６５０，０００円を超える場合にお 割額の合算額とする。ただし、当該合算額が６３０，０００円を超える場合にお

いては、基礎課税額は、６５０，０００円とする。 いては、基礎課税額は、６３０，０００円とする。

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（２項世帯主を除く。） ３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（２項世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の 及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２００，０００円を超える場合においては、 合算額とする。ただし、当該合算額が１９０，０００円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２００，０００円とする。 後期高齢者支援金等課税額は、１９０，０００円とする。

４ （略） ４ （略）

（税額の減額） （税額の減額）

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課す 第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からアに掲げる額を減 る国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からアに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００円を超える場合には、６５ 額して得た額（当該減額して得た額が６３０，０００円を超える場合には、６３

０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額 ０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が２００，０００円を超える場合には、 を減額して得た額（当該減額して得た額が１９０，０００円を超える場合には、

２００，０００円）及び同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を １９０，０００円）及び同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１ 減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１

７０，０００円）の合算額とする。 ７０，０００円）の合算額とする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）
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２ （略） ２ （略）
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議案第 ３７号参考資料

川口市特定不妊治療実施医療機関指定審査会条例を廃止する条例案新旧対照表

○ 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例第９号）（附則第２項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

職 名 報 酬 額 職 名 報 酬 額

（略） （略）

特定不妊治療実施医療機関 会 長 日額 １９，３００円
指定審査会

委 員 日額 １７，８００円

調 査 員 日額 ２５，０００円

（略）
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議案第 ３８号参考資料

川口市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１１年条例第５２号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（建築基準法に基づく市長への申請に係る手数料の額等） （建築基準法に基づく市長への申請に係る手数料の額等）

第３条 法に基づき市長に許可、認定等の申請をしようとする者は、次に定めると 第３条 法に基づき市長に許可、認定等の申請をしようとする者は、次に定めると

ころにより市に手数料を納付しなければならない。 ころにより市に手数料を納付しなければならない。

(1) ～(10) （略） (1) ～(10) （略）

(11) 法第５２条第６項第３号の規定に基づく建築物の容積率の特例認定申請手

数料 同 ２７，０００円

(12)～(15) （略） (11)～(14) （略）

(16) 法第５５条第３項又は第４項各号の規定に基づく建築物の高さの許可申請 (15) 法第５５条第３項各号 の規定に基づく建築物の高さの許可申請

手数料 同 １６０，０００円 手数料 同 １６０，０００円

(17)～(49) （略） (16)～(48) （略）

（都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づく認定の申請に係る手数料の （都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づく認定の申請に係る手数料の

額等） 額等）

第６条 都市の低炭素化の促進に関する法律（以下この条において「法」という。 第６条 都市の低炭素化の促進に関する法律（以下この条において「法」という。

）に基づき市長に認定の申請をしようとする者は、次に定めるところにより市に ）に基づき市長に認定の申請をしようとする者は、次に定めるところにより市に

手数料を納付しなければならない。 手数料を納付しなければならない。

(1) 法第５３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画（以下「低炭素建 (1) 法第５３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画（以下「低炭素建

築物新築等計画」という。）の認定申請手数料（次号に規定するものを除く。 築物新築等計画」という。）の認定申請手数料（次号に規定するものを除く。

） ）

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 適合証及び設計住宅性能評価書の写しが添付されていないもの（認定申請 ウ 適合証及び設計住宅性能評価書の写しが添付されていないもの（認定申請

に係る低炭素建築物新築等計画の建築物の建築物エネルギー消費性能基準等 に係る低炭素建築物新築等計画の建築物の建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以下この条、 を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以下この条、
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次条、別表第４の２、別表第６及び別表第７において「省令」という。）第 次条、別表第４の２、別表第６及び別表第７において「省令」という。）第

１条第１項第１号ロの設計一次エネルギー消費量（算出にあたり同号ロに規 １条第１項第１号ロの設計一次エネルギー消費量（算出にあたり同号ロに規

定する一次エネルギー消費量モデル建築物に当該低炭素建築物新築等計画に 定する一次エネルギー消費量モデル建築物に当該低炭素建築物新築等計画に

係る建築物の用途と同一の用途のものを用いたもの。以下この条において同 係る建築物の用途と同一の用途のものを用いたもの。以下この条において同

じ。）が、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物 じ。）が、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建

の低炭素化の促進のために誘導すべき基準 （平成２４年経済産業省・国 築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準（平成２４年経済産業省・国

土交通省・環境省告示第１１９号。以下この条において「誘導基準」という。 土交通省・環境省告示第１１９号。以下この条において「誘導基準」という。

）に適合する場合に限る。） １件につき 別表第４（ア）の欄に掲げる建 ）に適合する場合に限る。） １件につき 別表第４（ア）の欄に掲げる建

築物又は建築物の部分の別及び申請住戸数又は床面積の合計の区分に応じ、 築物又は建築物の部分の別及び申請住戸数又は床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ同表（ウ）の欄に定める額（１の建築物がイ及びウに該当する場合 それぞれ同表（ウ）の欄に定める額（１の建築物がイ及びウに該当する場合

にあっては、それらの区分に応じ、それぞれ同表（イ）の欄及び（ウ）の欄 にあっては、それらの区分に応じ、それぞれ同表（イ）の欄及び（ウ）の欄

に定める額を合算した額） に定める額を合算した額）

(2) 前号の認定申請に併せて法第５４条第２項の規定に基づく確認申請書が提出 (2) 前号の認定申請に併せて法第５４条第２項の規定に基づく確認申請書が提出

された場合の認定申請手数料 １件につき 同号の規定により算定した額に、 された場合の認定申請手数料 １件につき 同号の規定により算定した額に、

当該確認申請書に係る同項 の審査の内容に応じ第２条第１項第１ 当該確認申請書に係る法第５４条第２項の審査の内容に応じ第２条第１項第１

号から第３号までの規定を適用して算定した額を加算した額 号から第３号までの規定を適用して算定した額を加算した額

(3) ・(4) （略） (3) ・(4) （略）

（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に基づく認定の申請に （建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に基づく認定の申請に

係る手数料の額等） 係る手数料の額等）

第７条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下この条において「 第７条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下この条において「

法」という。）に基づき市長の判定を受けようとする者又は市長に認定の申請を 法」という。）に基づき市長の判定を受けようとする者又は市長に認定の申請を

しようとする者は、次に定めるところにより市に手数料を納付しなければならな しようとする者は、次に定めるところにより市に手数料を納付しなければならな

い。 い。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 前号の認定申請に併せて法第３５条第２項の規定に基づく確認申請書が提出 (4) 前号の認定申請に併せて法第３５条第２項の規定に基づく確認申請書が提出

された場合の認定申請手数料 １件につき 同号の規定により算定した額に、 された場合の認定申請手数料 １件につき 同号の規定により算定した額に、

当該確認申請書に係る同項 の審査の内容に応じ第２条第１項第１ 当該確認申請書に係る法第３５条第２項の審査の内容に応じ第２条第１項第１

号から第３号までの規定を適用して算定した額を加算した額 号から第３号までの規定を適用して算定した額を加算した額

(5) ～(7) （略） (5) ～(7) （略）

２ （略） ２ （略）
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議案第 ３９号参考資料

川口市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市営住宅設置及び管理条例（平成９年条例第４７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（入居予定者の選定の特例） （入居予定者の選定の特例）

第１１条 市長は、入居させるべき公営住宅の戸数のうちその都度定める戸数につ 第１１条 市長は、入居させるべき公営住宅の戸数のうちその都度定める戸数につ

いて、第９条の規定により抽選により入居予定者の選定をするとき、又は前条の いて、第９条の規定により抽選により入居予定者の選定をするとき、又は前条の

規定により入居補欠者を定めるときは、次の各号のいずれかに該当する者には、 規定により入居補欠者を定めるときは、次の各号のいずれかに該当する者には、

その該当する状況に応じ、優先的な取扱いをすることができる。 その該当する状況に応じ、優先的な取扱いをすることができる。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) アからオまでのいずれかに該当する者 (4) アからオまでのいずれかに該当する者

ア～エ （略） ア～エ （略）

オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７ オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第４条第１項の政令で定める特殊の疾病による障害の程 年法律第１２３号）第４条第１項の政令で定める特殊の疾病による障害の程

度が同項の主務大臣 が定める程度である者 度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者

(5) ・(6) （略） (5) ・(6) （略）

（入居の承継） （入居の承継）

第１５条 （略） 第１５条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 市長は、第１項の承認を受けようとする者又は同居者が病気にかかっているこ ３ 市長は、第１項の承認を受けようとする者又は同居者が病気にかかっているこ

とその他特別の事情が存在し、居住の安定を図る必要があると認めるときは、前 とその他特別の事情が存在し、居住の安定を図る必要があると認めるときは、前

項（第１号を除く。）の規定にかかわらず、第１項の承認をすることができる。 項（第１号を除く。）の規定にかかわらず、同項 の承認をすることができる。

（収入の申告等） （収入の申告等）

第１７条 （略） 第１７条 （略）

２ 市長は、入居者（次に掲げる者に限る。）が、前項に規定する収入の申告をす ２ 市長は、入居者（次に掲げる者に限る。）が、前項に規定する収入の申告をす
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ること及び第３７条第１項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情に ること及び第３７条第１項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情に

あると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の雇主、取引先その あると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の雇主、取引先その

他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはそ 他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはそ

の内容を記録させることを求める方法により当該入居者の収入を把握することが の内容を記録させることを求める方法により当該入居者の収入を把握することが

できる。 できる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第

５条第１項に規定する精神障害者（前号に掲げる者を除く。） ５条 に規定する精神障害者（前号に掲げる者を除く。）

(4) （略） (4) （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

（使用許可） （使用許可）

第４４条 市長は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社 第４４条 市長は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社

会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令（平成８年 会福祉法人その他公営住宅法第４５条第１項の事業等を定める省令 （平成８年

／厚生省／建設省令第１号）第２条各号に掲げる者（以下「社会福祉法人等」と ／厚生省／建設省令第１号）第２条各号に掲げる者（以下「社会福祉法人等」と

いう。）が公営住宅を使用して同令第１条各号に掲げる事業（以下「社会福祉事 いう。）が公営住宅を使用して同令第１条各号に掲げる事業（以下「社会福祉事

業等」という。）を行うことが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ 業等」という。）を行うことが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ

合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、社会福祉法人等に対し、公営住宅の 合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、社会福祉法人等に対し、公営住宅の

使用を許可することができる。 使用を許可することができる。

２ （略） ２ （略）
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